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その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サー

ビス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談

に応じ必要な助言を行うサービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営む

ために必要な福祉サービスを提供する事業(以下「サービス付き高齢者向け住宅事業」と

いう。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又は有料老人ホー

ム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知

事の登録を受けることができる。 

2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効
力を失う。 

3 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「登録の有効

期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録

は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 

4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録
の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 

(平二三法三二・追加) 

(登録の申請) 

第六条 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする

者は、国土交通省令・厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申

請書を都道府県知事に提出しなければならない。 

一 商号、名称又は氏名及び住所 

二 事務所の名称及び所在地 

三 法人である場合においては、その役員の氏名 

四 未成年者である場合においては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人

である場合においては、その商号又は名称及び住所並びにその役員の氏名) 

五 サービス付き高齢者向け住宅の位置 

六 サービス付き高齢者向け住宅の戸数 

七 サービス付き高齢者向け住宅の規模 

八 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備 

九 サービス付き高齢者向け住宅の入居者(以下この章において単に「入居者」という。)

の資格に関する事項 

十 入居者に提供する高齢者生活支援サービス(状況把握サービス、生活相談サービスそ
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の他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスであって国土交通省令・厚生

労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)の内容 

十一 サービス付き高齢者向け住宅事業を行う者が入居者から受領する金銭に関する事
項 

十二 終身又は入居者と締結するサービス付き高齢者向け住宅への入居に係る契約(以下

「入居契約」という。)の期間にわたって受領すべき家賃等(家賃又は高齢者生活支援サ

ービスの提供の対価をいう。以下同じ。)の全部又は一部を前払金として一括して受領

する場合にあっては、当該前払金の概算額及び当該前払金についてサービス付き高齢者

向け住宅事業を行う者が返還債務を負うこととなる場合に備えて講ずる保全措置に関

する事項 

十三 居住の用に供する前のサービス付き高齢者向け住宅にあっては、入居開始時期 

十四 入居者に対する保健医療サービス又は福祉サービスの提供について高齢者居宅生
活支援事業を行う者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する

事項 

十五 その他国土交通省令・厚生労働省令で定める事項 

2 前項の申請書には、入居契約に係る約款その他の国土交通省令・厚生労働省令で定める
書類を添付しなければならない。 

(平二一法三八・一部改正、平二三法三二・旧第五条繰下・一部改正、平二三法六

一・一部改正) 

(登録の基準等) 

第七条 都道府県知事は、第五条第一項の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認
めるときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければ

ならない。 

一 サービス付き高齢者向け住宅の各居住部分(賃貸住宅にあっては住戸をいい、有料老

人ホームにあっては入居者ごとの専用部分をいう。以下同じ。)の床面積が、国土交通

省令・厚生労働省令で定める規模以上であること。 

二 サービス付き高齢者向け住宅の構造及び設備(加齢対応構造等であるものを除く。)が、

高齢者の入居に支障を及ぼすおそれがないものとして国土交通省令・厚生労働省令で定

める基準に適合するものであること。 

三 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等が、第五十四条第一号ロに規定する基
準又はこれに準ずるものとして国土交通省令・厚生労働省令で定める基準に適合するも
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三 入浴、排せつ、食事等の介護に関するサービス 

四 食事の提供に関するサービス 

五 調理、洗濯、掃除等の家事に関するサービス 

六 心身の健康の維持及び増進に関するサービス 

(登録申請書の記載事項) 

第六条 法第六条第一項第十五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める事項は、次に掲げ
るものとする。 

一 サービス付き高齢者向け住宅の名称 

二 竣工の年月 

三 法第六条第一項第十二号の入居契約(以下単に「入居契約」という。)の形態 

四 サービス付き高齢者向け住宅若しくは高齢者生活支援サービスの提供の用に供する
ための施設又はこれらの存する土地(以下「サービス付き高齢者向け住宅等」という。)

に関する権利の種別及び内容 

五 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託によ
り他の事業者に行わせる場合にあっては、当該事業者の商号、名称又は氏名、住所及び

委託契約に係る事項 

六 法第七条第一項第六号及び第七号に掲げる基準に適合することを誓約する旨 

七 サービス付き高齢者向け住宅の維持及び修繕に関する計画 

八 サービス付き高齢者向け住宅事業に係る法第五十二条の認可の有無 

九 サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接する土地に存する高齢者居
宅生活支援事業の用に供するための施設(以下「高齢者居宅生活支援施設」という。)の

名称、位置及び種類 

十 登録を受けようとする者が、介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設入居者生
活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十一条第一項の指定、同法第八条第二十一項

に規定する地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を行う事業所に係る同法第四十

二条の二第一項の指定又は同法第八条の二第九項に規定する介護予防特定施設入居者

生活介護の事業を行う事業所に係る同法第五十三条第一項の指定を受けている場合に

あっては、その旨 

十一 登録の申請が基本方針(サービス付き高齢者向け住宅が市町村高齢者居住安定確保

計画が定められている市町村の区域内のものである場合にあっては基本方針及び市町

村高齢者居住安定確保計画、サービス付き高齢者向け住宅が都道府県高齢者居住安定確
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保計画が定められている都道府県の区域(当該市町村の区域を除く。)内のものである場

合にあっては基本方針及び都道府県高齢者居住安定確保計画)に照らして適切なもので

ある旨 

十二 登録を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員及び使用

人(令第二条に規定する使用人をいう。以下この号において同じ。)、個人である場合に

おいてはその者及び使用人をいう。次号において同じ。)が法第八条第一項各号に掲げ

る欠格要件に該当しない者であることを誓約する旨 

十三 登録を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
者である場合においては、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、

その役員を含む。)が法第八条第一項第一号から第五号までに掲げる欠格要件に該当し

ない者であることを誓約する旨 

(平二四厚労国交令一・平二七厚労国交令一・平二八厚労国交令一・平二八厚労国

交令三・令元厚労国交令四・一部改正) 

(登録申請書に添付する書類) 

第七条 法第六条第二項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類(以下「添付書類」と

いう。)は、次に掲げるものとする。 

一 縮尺、方位、サービス付き高齢者向け住宅の間取り、各室の用途及び設備の概要を表
示した各階平面図 

二 サービス付き高齢者向け住宅の加齢対応構造等を表示した書類 

三 入居契約に係る約款 

四 サービス付き高齢者向け住宅の管理又は高齢者生活支援サービスの提供を委託によ
り他の事業者に行わせる場合にあっては、委託契約に係る書類 

五 法第七条第一項第八号に掲げる基準に適合することを証する書類 

六 その他都道府県知事が必要と認める書類 

(平二四厚労国交令三・平二七厚労国交令一・令元厚労国交令四・一部改正) 

(規模の基準) 

第八条 法第七条第一項第一号の国土交通省令・厚生労働省令で定める規模は、各居住部分
が床面積二十五平方メートル(居間、食堂、台所その他の居住の用に供する部分が高齢者

が共同して利用するため十分な面積を有する場合にあっては、十八平方メートル)とする。 

(構造及び設備の基準) 

第九条 法第七条第一項第二号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、原則として、
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